
次期「桐生市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」の策定の進め方

資料２



国の動向
〇 少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域
で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計
画的に実施することを目的に、『まち・ひと・しごと創生法（H26.11.28） 』を公布・施行し、2060年に1億人程度の人口を確保するとともに、
2050年代に実質GDP成長率1.5～2％程度を維持しようとする目標を掲げている。
〇 また、「まち・ひと・しごと創生基本方針2018（H30.6.15）」では、 “地方創生は、平成72年という、～（略）～息の長い政策である。地方公共
団体が、長期的な視点から地方創生に安心して取り組むためにも、現行の「総合戦略」に続く次期５か年の「総合戦略」を策定する必要が
ある。 ～（略）～平成32年度以降の次期「総合戦略」の策定に取り組む。”とあり、また、その後の 「まち・ひと・しごと創生総合戦略2018改
訂版（H30.12.21）」では、“2019年度は、第１期「総合戦略」における最終年であり、地方創生の実現にとって、極めて重要な１年となる。国
は、改めて最終年を迎えることを自覚し、これまでの地方創生の取組の成果や課題を今一度正確に調査・分析し、第１期の総仕上げに取
り組む。 ～（略）～現在と将来の社会的変化を見据え、地方創生の新たな展開としての飛躍に向け、次期の総合戦略策定の準備を開始す
る。 ”とあり、国の次期総合戦略の策定が明示されるとともに、策定に向けた準備が開始されたところである。

桐生市の現状及びこれまでの取組
〇 「桐生市人口ビジョン」で示すとおり、本市では、少子高齢化を背景にした自然減による人口の減少幅が拡大していることに加え、若年層
の恒常的な市外流出などによる社会減といった現象が続いている。

〇 平成25年度を初年度とする「桐生市新生総合計画後期基本計画（以下「現総合計画」という。）」において、喫緊の課題である人口減少
問題を“最重要課題”と位置付け、平成26年度から本格的な人口減少対策を開始した。また、平成27年度には人口減少克服・地方創生に
特化した「桐生市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（計画期間：平成27年度～平成31年度。以下「現総合戦略」という。）を策定し、国に先駆
けて実施してきた人口減少対策のさらなる推進や、活力に満ちた地域社会の構築に向けて本格的な施策や事業の展開に取り組んでいる。

桐生市の方向性（次期総合戦略の策定に向けた考え方）
〇 人口減少を克服しようとする地方創生に関連した国の動きは、本市が目指す方向と合致するもの。
〇 安定した人口構造を維持し、若い世代を中心に、将来にわたって市民が安心して働き、希望に応じた結婚・出産・子育てができる活力あ
る地域社会の構築を図るためには、引き続き、本市ならではの人口減少対策を講じていく必要があることから、平成32年度を初年度とす
る本市の最上位計画 「（仮称）次期桐生市総合計画（以下「次期総合計画」という。）」においても、人口減少問題を最重要課題として位置
付けたところである。

〇 こうしたことから、国及び群馬県の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案しながら、現総合戦略の成果・効果を踏まえ、「桐生市人口ビ
ジョン」で掲げる人口の将来展望を目指した本市独自の「次期桐生市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「次期総合戦略」という。）を策
定及び推進しようとするものである。

次期桐生市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について①

＜策定の背景＞
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事務局
（総合戦略推進室）

各部局

総合戦略推進委員会

（産官学金労言）

準備委員会
（課長級）

参加

策定委員会
（部長級）

パブリックコメントによる意見聴取

庁　　議

（市長､副市長､教育長及び各部局長）

市　民

意見

原案

　  指示 原案提示
最終案 外部組織

検討組織

議　　　　　　　　会
庁内組織

報告

策定組織 意見

PDCAサイクルを
確立し、

継続的な改善を行う

Do（実施）

各施策、事業の実施

Check（評価）

成果の客観的な検証

Action

（改善）

検証結果を踏まえ
た施策の見直しや
総合戦略の改訂

Plan（計画）

施策、事業の立案

及び KPIの設定

＜策定体制＞

（１）市民参画
民意が十分に反映された計画とするため、「桐生市総合計画策定に関する市
民アンケート調査」の活用、総合戦略等の策定に関する意見聴取のほか、推進
委員会への参画などを推進する。

（２）議会
議会と共に推進する必要があるため、総合戦略の策定や策定後の効果検証な
ど、適宜調整を図る。

（３）桐生市総合戦略推進委員会【外部有識者委員会】
市民をはじめ、産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等
の外部有識者で構成し、総合戦略の策定及び策定後の効果検証、並びに総合
戦略の見直しについての審議を行う。

（４）庁内体制
①庶務
総合政策部企画課総合戦略推進室において処理し、総合戦略の原案の作成
を行う。
②各部局
総合戦略の原案に対し、具体的施策等の立案を行う。
③桐生市総合計画策定準備委員会
庁内の関係課長等で構成し、各部局の連携による全庁的な推進を図りながら、
総合戦略（案）の作成及び策定後の進行管理をする。
④桐生市総合計画策定委員会
庁内の部・局長で構成し、総合戦略（案）の作成及び策定後の進行管理をする。
⑤庁議
市行政の執行に関する最高協議機関である庁議において、総合戦略の策定
などを行う。

【桐生市総合戦略推進委員会設置要綱（抜粋）】
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略等の最終案の検討に関すること。
(2) 総合戦略等の推進、検証及び見直しに関すること。
(3) その他総合戦略等の策定及び推進に関し必要な事項に関すること。

＜策定体制図＞

＜推進・検証体制＞

次期桐生市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について②

推進委員会にて、実施した施策・事業の効果検証を行い、
施策を見直すほか、必要に応じて総合戦略の改訂を行う
「PDCAサイクル」を確立する。
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次期総合戦略と次期総合計画の関係

基本構想

基本計画

（個別施策）

実施計画

（事務事業）

平成30年5月に策定した「（仮称）次期桐生市総合計画（以下「次期総合計画」という。）」策定方針の「３．計画策定の基本的な考

え方」の「（２）総合戦略を包含した計画」において、次期総合計画では、引き続き人口減少問題を最重要課題として位置付けるとと
もに、次期総合戦略は次期総合計画の基本計画における重点施策として位置付け、その内容を包含した一体的な計画として策定
することとした。

将来都市像

基本理念

総合計画の構成

施策の大綱

【次期総合戦略の位置付けと計画期間】

〇 上述のとおり、次期総合戦略は次期総合計画の基本計画にお
ける重点施策として位置付けるとともに、「人口減少克服」・「地方
創生」に特化した施策を位置付ける計画となる。

〇 また、計画期間については、国の総合戦略と同一の5か年の計
画として策定する（次期総合計画は8年）。

重点施策

総合戦略
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次期総合戦略の検討の進め方①

基本目標１ 地域の資源を活用した魅力ある雇用を創出する 基本目標２ 人口の市外流出に歯止めをかけ、移住・定住を促進すると
ともに、交流人口の拡大による地域の活性化を目指す

① 農産物等の有効活用と担い手の確保

② 森林資源の活用による林業の活性化と水源の活用

① 地場産業等の活性化

① 新たな雇用やしごと形態の創出

② 創業促進・支援

① 地域の資源の有効活用

② 観光拠点整備と効果的な情報発信

① 移住・定住情報の提供及び空き家等の活用

② 移住・定住者への支援

（１）移住・定住の促進

（２）地域の資源を活用した観光振興

（１）しごと環境の創出

（２）地場産業等の活性化

（３）農林業の振興と成長産業化に向けた取組

基本目標３ 安心して結婚・妊娠・出産・子育てができるよう、
若い世代の希望をかなえる

基本目標４ 広域的な視点かつ将来を見据えた、地域の特徴に応じ
たまちづくり

① 安心して子育てができる環境整備

① 結婚・妊娠・出産のための支援

② 子育て世代の負担軽減

① 特色ある教育の充実

（１）結婚・妊娠・出産・子育ての支援

（２）安心して子育てができる環境整備

（３）特色ある教育の充実

① 地域防災体制の整備

② 保健・医療・介護体制やサービスの充実

① 地域間連携に向けた取組

① 環境先進都市実現に向けた取組

② 計画的な地域づくりの推進

（１）安全・安心で住みやすい環境づくり

（３）地域間連携に向けた取組

（２）将来を見据えた計画的なまちづくり

〇 次期総合戦略は、引き続き次期総合計画において最重要課題とする人口減少問題に対応するための施策・事業を中心にまと
めるものであり、人口減少克服・桐生ならではの地方創生を目指す現総合戦略と基本的な方向性は変わらない。

〇 このため、次期総合戦略の基本目標をはじめとする施策の体系及びＫＰＩについては、現総合戦略を基に推進委員会及び審議
会からの意見や、一体的に策定する次期総合計画との整合性に留意しながら、適宜見直しを図るものとする。

＜施策の体系＞

＜現総合戦略の施策体系図＞
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市 長

庁 議

各課

事務局

総合計画策定準備委員会

総合計画審議会

市 議 会

総合戦略推進委員会

市 民

総合計画策定委員会

諮問

報告・ 提案

意見・ 議決

参画

懇談会等

・ 総合計画全般の審議

・ 重点施策（ 総合戦略）
の検討

参画

パブリ ッ クコメ ント

市民提言

市民意識調査

答申
連携

重点施策(総合戦略)
原案

重点施策(総合戦略)
最終案

【次期桐生市総合計画策定方針「６．策定体制」】
（４）桐生市総合戦略推進委員会

産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等の有識者から構成される桐生市総合戦略推進委員会において、重点施策（総合戦略）の検討及び
協議を踏まえた意見をいただきます。

次期総合戦略の検討の進め方②

基本構想

基本計画

（個別施策）

実施計画

（事務事業）

将来都市像

基本理念

総合計画の構成

施策の大綱

＜次期総合計画策定体制図＞

総合計画審議会
と総合戦略推進
委員会の連携

基本構想（案）を踏まえ
た次期総合戦略に対する
意見を回答

審議会

推進委員会

連携

＜推進委員会と総合計画審議会の連携＞

〇 次期総合戦略と次期総合計画を一体的な計画として策定するに当たっては、桐生市総合戦略推進委員会（以下「推進委員会」
という。）と「桐生市総合計画審議会（以下「審議会」という。）」が連携しながら策定を進めることが必要であり、その関係は下記の
とおり次期総合計画策定方針の策定体制図において示したところである。

〇 また、次期総合戦略を次期総合計画の基本計画における重点施策として位置付けるため、推進委員会の総合戦略に対する意
見を審議会の審議状況を勘案しながら、審議会へ提出することが必要となる。

〇 具体的には、審議会から基本構想部分のたたき台が示された後に、推進委員会は審議会からの意見照会に応じ、各選出団
体・分野からの知見・識見を活かした総合戦略に対する考え方を意見書としてまとめ、審議会に回答することとなる。

重点施策

総合戦略
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■将来展望と人口推計の比較

【備考】
・前回推計では2040年まで、今回推計では2045年までの推計人口が公表されている。

■桐生市人口ビジョンにおける将来展望（目標）

121,704 

115,277 

109,023 

102,335 

95,564 

89,042 

82,901 

77,055 

71,424 

65,970 

60,779 

114,861 

108,001 

100,593 

93,002 

85,494 

78,242 

114,714 

107,032 

98,884 

90,646 

82,547 

74,771 

67,448 

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

系列1 系列2 系列3

今回推計では、前回
推計よりも人口減少
の進行が厳しくなると
推計された。

3,471人減少

2040（平成52）年に約83,000人、2060（平成72）年に約61,000人の人口を維持

人口の将来展望

【出典】
・桐生市人口ビジョン

次期総合戦略の検討において勘案する事項①

〇 「桐生市人口ビジョン」で示した人口の将来展望（以下「将来展望」とい
う。）については、2040年、2060年の長期的な目標であることから、次

期総合戦略においても、引き続き将来展望を目指し、５か年の取組を
位置付けるものとなる。

＜目標とする人口＞ 〇平成27年国勢調査の結果を受け、これを出発点とした人口推計（以下「今回推計」
という。）が平成29・30年に国立社会保障・人口問題研究所において、公表された。

〇以下の表は、「桐生市人口ビジョン」で示した将来展望と国立社会保障・人口問題
研究所が平成22年国勢調査を基に作成した人口推計（以下「前回推計」という。）、
今回推計を比較したものである。

※今回推計を踏まえ、将来展望の見直しを行うかについては、検討課題となる（な
お、新たな推計値は国勢調査後にその都度公表される）。

6

〇

〇



「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国及び群馬県の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案しながら、現総合戦略の成果・効果を
踏まえ、「桐生市人口ビジョン」で掲げる人口の将来展望を目指した施策・事業を検討し、次期総合戦略に位置付ける。なお、検討に
当たっては、本市の置かれた厳しい財政状況を念頭に、限られた財源の中で最大限の効果を上げるため、選択と集中を進める必要が
あることはもちろんであるが、真に市民が必要とする事業へと展開を図るべく、施策・事業を構築する。

基本目標１：群馬で暮らし始めたくなる
本件の恵まれた立地条件や優れた拠点性等を活

かして交流を活発にし、全世代交流、二地域居住、
移住などの対策を進め、群馬の魅力ある暮らしを東
京圏などへ発信し、若い世代が流出する流れを変
え、群馬に人を呼び込める新しい人の流れをつくる。

戦略１ 交流・移住・定着促進
戦略２ 東京圏からの人材還流

基本目標２：群馬に住み続けたくなる
時代の変化や人々の性別・年齢、ライフスタイル等

に対応した、雇用の創出・創業支援、教育・医療・介
護、生活基盤・産業基盤・魅力的な地域づくりなど、
幅広い領域での取組を進め、人口の流出を防ぎ、人
材の県内定着・定住を促進する。

戦略３ 人材の県内定着
戦略４ 群馬にしごとをつくり、安心して働けるよう

にする
戦略５ 安全・安心な暮らしを維持する地域づくり
戦略６ 安全・安心な暮らしを守る社会基盤づくり

基本目標３：群馬で家族を増やしたくなる
結婚・妊娠・出産・子育てなど、ライフステージに合

わせて若い世代の理想を実現し、家族の形成を支援
するとともに、安心して子育てできる環境をつくる。

戦略７ 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない
支援

戦略８ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）の実現

１．地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
（ア）生産性の高い、活力に溢れた地域経済実現に向けた総合的取組
（イ）観光業を強化する地域における連携体制の構築
（ウ）農林水産業の成長産業化
（エ）地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用対策

２．地方への新しいひとの流れをつくる
（ア）政府関係機関の地方移転
（イ）企業の地方拠点強化等
（ウ）地方における若者の修学・就業の促進
（エ）子供の農山漁村体験の充実
（オ）地方移住の推進

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
（ア）少子化対策における「地域アプローチ」の推進
（イ）若い世代の経済的安定
（ウ）出産・子育て支援
（エ）地域の実情に即した「働き方改革」の推進（ワーク・ライフ・バランス

の実現等）

４．時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域
を連携する

（ア）まちづくり・地域連携
（イ）「小さな拠点」の形成（集落生活圏の維持）
（ウ）東京圏をはじめとした大都市圏の医療・介護問題・少子化問題へ

の対応
（エ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保
（オ）ふるさとづくりの推進
（カ）健康寿命をのばし生涯現役で過ごせるまちづくりの推進
（キ）温室効果ガスの排出削減と気候変動への適応を進める地域づくり
（ク）地方公共団体における持続可能な開発目標（SDGs）の達成に

向けた取組の推進

基本目標１ 地域の資源を活用した魅力ある
雇用を創出する

（１）しごと環境の創出
（２）地場産業等の活性化
（３）農林業の振興と成長産業化に向けた取組

基本目標２ 人口の市外流出に歯止めをか
け、移住・定住を促進するととも
に、交流人口の拡大による地域
の活性化を目指す

（１）移住・定住の促進
（２）地域の資源を活用した観光振興

基本目標３ 安心して結婚・妊娠・出産・子育
てができるよう、若い世代の希望
をかなえる

（１）結婚・妊娠・出産・子育ての支援
（２）安心して子育てができる環境整備
（３）特色ある教育の充実

基本目標４ 広域的な視点かつ将来を見据
えた、地域の特徴に応じたまちづ
くり

（１）安全・安心で住みやすい環境づくり
（２）将来を見据えた計画的なまちづくり
（３）地域間連携に向けた取組

群馬県版総合戦略まち・ひと・しごと創生総合戦略（2018改訂版）長期ビジョン

Ⅰ.人口減少問題
の克服
◎2060年に1億
人程度の人口を
維持

♦人口減少の歯
止め
（国民希望出生
率）＝1.8

♦「東京一極集
中の是正」

Ⅱ.成長力の確保
◎2050年代に実
質GDP成長率1.5
～2%程度維持
（人口安定化、
生産性向上が実
現した場合）

中長期展望
（2060年を視野）

国 群馬県 桐生市

基本目標・政策パッケージ 基本目標と戦略

桐生市総合戦略

基本目標と施策の方向性

人口の将来展望
2060年 約61,000人

桐生市人口ビジョン

次期総合戦略の検討において勘案する事項②
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参 考

【まち・ひと・しごと創生基本方針2018 抜粋 （平成30年６月15日 閣議決定）】
４．平成32年度以降の次期５か年の「総合戦略」に向けて
地方創生は、平成72年という、次の世代やその次の世代の危機感を共有し、人口減少に歯止めをかけて、それぞれの地域に活力を取り戻していくための息の長い政策である。地方公共団体が、長期的な視点から地
方創生に安心して取り組むためにも、現行の「総合戦略」に続く次期５か年の「総合戦略」を策定する必要がある。
そのため、今後は、現行の平成31年度までの「総合戦略」の総仕上げを目指すとともに、その進捗状況の総点検や、国の施策、支援措置（情報支援、人材支援、財政支援）によるものも含めた地方公共団体の取
組の結果について必要な調査・分析を行った上で、平成32年度以降の次期「総合戦略」の策定に取り組む。（以下省略）

【まち・ひと・しごと創生総合戦略（2018改訂版） 抜粋 （平成30年12月21日 閣議決定）】
４．「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定と改訂
（第１期の総仕上げと次のステージに向けて）
2019年度は、第１期「総合戦略」における最終年であり、地方創生の実現にとって、極めて重要な１年となる。
国は、改めて最終年を迎えることを自覚し、これまでの地方創生の取組の成果や課題を今一度正確に調査・分析し、第１期の総仕上げに取り組む。あわせて、第１期の総仕上げを踏まえて、Society5.0の実現や
SDGs達成に向けた取組をはじめとする現在と将来の社会的変化を見据え、地方創生の新たな展開としての飛躍に向け、次期の総合戦略策定の準備を開始する。（以下省略） 8


